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令和４年４月２０日 

総務部秘書広報課 

0823-25-323３

平成７年１２月３１日施行の「政治倫理の確立のための呉市長の資産等の公開に関する条

例」に基づき，次のとおり呉市長の資産等を公開します。 

１ 公開する文書 

資産等報告書 

任期開始の日（令和３年１１月１９日）において有する資産等（条例第２条第１項） 

２ 公開日時 

  令和４年４月２８日（木）９時～ 

３ 公開場所 

呉市役所４階 秘書広報課 

４ 閲覧時間 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

５ 閲覧手続 

秘書広報課受付において，閲覧請求書に必要項目を記入し，提出 

市長の資産等報告書の公開について 


